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兵庫県告示第213号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により、次の県営土地改良事業を行うため、土地改

良事業計画を平成29年２月23日に定めたので、土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。 

 この計画について不服がある場合には、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、兵庫県知事に対

して審査請求をすること、及びこの計画を定めたことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、神戸地方

裁判所に対し、兵庫県を被告として、この計画の取消しの訴えを提起することができる。 

 なお、審査請求のみをした場合には、この計画の取消しの訴えは、その審査請求に係る裁決書を受け取った

日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。 

  平成29年３月７日

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

兵庫県公報 
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 平成29年３月７日 火曜日  第 2880 号 
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事 業 名 地 区 名 縦覧の期間 縦覧の場所 

農村地域防災減災事業 百軒堀地区 
平成29年３月７日から 

同  月27日まで 
南あわじ市役所 

 

 

兵庫県告示第214号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定をする。 

  平成29年３月７日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 保安林の所在場所 

美方郡香美町香住区大野字城山235、237の１、238 

２ 指定の目的 

  土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森づくり課、但馬県民局豊

岡農林水産振興事務所及び美方郡香美町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第215号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により、次のように保安林の指定を解除する予定で

ある。 

  平成29年３月７日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 解除予定保安林の所在場所 

   神崎郡神河町上小田字大畑881の56（次の図に示す部分に限る。） 

２ 保安林として指定された目的 

  公衆の保健 

３ 解除の理由 

  県立公園事業用地とするため 

 （「次の図」は、省略し、その図面を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森づくり課、中播磨県民センター姫

路農林水産振興事務所及び神崎郡神河町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第216号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から次のように保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。 

  平成29年３月７日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 保安林予定森林の所在場所 

  宍粟市一宮町上野田字志水ケ谷623の１、623の２、623の15、字大山624の１、624の２ 

２ 指定の目的 

  水源の涵
かん

養 
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３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

字志水ケ谷623の２（次の図に示す部分に限る。） 

  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

   次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森

づくり課、西播磨県民局光都農林振興事務所及び宍粟市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第217号 

 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第５条第１項の規定により許可申請があった特定施設

の設置の概要は、次のとおりである。 

 なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事

項を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。 

  平成29年３月７日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 申請の概要 

 (1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに代表者又は代理人の氏名 

   株式会社神戸製鋼所高砂製作所 

  高砂市荒井町新浜２丁目３番１号 

  所長 滋 野 敦 士 

 (2) 工場又は事業場の名称及び所在地 

   株式会社神戸製鋼所高砂製作所 

  高砂市荒井町新浜２丁目３番１号 

(3) 特定施設に関する事項 
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種        類 
62号ヘ 湿式集じん施設

（No．１） 

62号ヘ 湿式集じん施設

（No．２、No．３） 

 

能        力 700ｍ３Ｎ／時 60ｍ３／分  

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後 同 左  

工 事 完 成 予 定 年 月 日 着手後１箇月 同 左  

使 用 開 始 予 定 年 月 日 完成後 同 左  

使用時間の間隔及び１日当たりの使用時間 24時間連続 同 左  

使 用 時 間 の 季 節 的 変 動 の 概 要 な し 同 左  

使用時にお

いて当該特

定施設から

排出される

汚水等の汚

染状態の通

常の値及び

最大の値 

区    分 通 常 最 大 通 常 最 大  

水 素 イ オ ン 濃 度 

（ 水 素 指 数 ） 
６～８ ６～８ ６～８ ６～８ 

 

化 学 的 酸 素 要 求 量 

（単位 mg／Ｌ） 
30 60 30 60 

 

浮 遊 物 質 量 

（単位 mg／Ｌ） 
5,160 8,600 70 100 

 

窒 素 含 有 量 

（単位 mg／Ｌ） 
５ 10 ５ 10 

 

燐
りん

含 有 量 

（単位 mg／Ｌ） 
― ― ― ― 

 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

（単位 mg／Ｌ） 
― ― ― ― 

 

使用時において当該特定施設から排出

される汚水等の量（単位 ｍ3／日） 
10.4 10.4 0.4 ３ 

 

備考 汚水等の一部は外部委託処理するとともに、既存特定施設を廃止するため、排出水の汚染状態及び

量並びに汚濁負荷量に増減はない。 

２ 縦覧の期間及び場所 

 (1) 期間 平成29年３月７日から同月28日まで 

 (2) 場所 兵庫県農政環境部環境管理局水大気課及び高砂市生活環境部環境政策課 
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71号の２イ 洗浄施設

（No．１、２） 

114Ｌ 

同 左 

同 左 

同 左 

同 左 

同 左 

通 常 最 大 

５～12 ５～12 

20 100 

20 100 

20 50 

<0.1 <0.1 

１ 100 

0.3 0.3 
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兵庫県告示第218号 

 平成14年兵庫県告示第689号（公共用水域が該当する水域類型の指定）の一部を次のように改正する。 

  平成29年３月７日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

別表中「暫定目標（平成27年度）」を「暫定目標（平成32年度）」に改める。 

 

兵庫県告示第219号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、尼崎市から次のと

おり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成29年３月７日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（４級基準点測量） 

２ 作業期間 

平成29年２月22日から同年３月31日まで 

３ 作業地域 

尼崎市稲葉荘一丁目及び二丁目地内 

 

兵庫県告示第220号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、西宮市から次のと

おり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成29年３月７日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（４級基準点測量（再設）） 

２ 作業期間 

平成29年２月24日から同年３月31日まで 

３ 作業地域 

西宮市甲子園口北町104番２地先 

 

兵庫県告示第221号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、芦屋市から次のと

おり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成29年３月７日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（２級基準点測量） 

２ 作業期間 

平成28年11月21日から平成29年３月24日まで 

３ 作業地域 

芦屋市東芦屋町167番11地先 

 

兵庫県告示第222号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、尼崎市から次のと

おり公共測量が終了した旨の通知があった。 

平成29年３月７日 
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兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（３級基準点測量） 

２ 作業期間 

平成28年12月１日から平成29年２月10日まで 

３ 作業地域 

尼崎市長洲西通一丁目地内 

 

兵庫県告示第223号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、明石市から次のと

おり公共測量が終了した旨の通知があった。 

平成29年３月７日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（出来形確認測量） 

２ 作業期間 

平成27年10月１日から平成28年３月25日まで 

３ 作業地域 

明石市鳥羽ほか地内（鳥羽新田地区） 

 

兵庫県告示第224号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、西宮市から次のと

おり公共測量が終了した旨の通知があった。 

平成29年３月７日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（１級水準測量） 

２ 作業期間 

平成26年12月15日から平成27年３月31日まで 

３ 作業地域 

西宮市南部 

 

兵庫県告示第225号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、伊丹市から次のと

おり公共測量が終了した旨の通知があった。 

平成29年３月７日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（国土調査法に基づく都市再生地籍調査事業） 

２ 作業期間 

平成26年９月１日から平成27年３月23日まで 

３ 作業地域 

伊丹市荻野２丁目及び３丁目の一部 

 

兵庫県告示第226号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、三木市から次のと

おり公共測量が終了した旨の通知があった。 

平成29年３月７日 
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兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（空中写真測量） 

２ 作業期間 

平成27年７月21日から平成28年10月４日まで 

３ 作業地域 

三木市全域 

 

兵庫県告示第227号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、三田市から次のと

おり公共測量が終了した旨の通知があった。 

平成29年３月７日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（基準点測量） 

２ 作業期間 

平成26年６月23日から同年８月28日まで 

３ 作業地域 

三田市下内神地区 

 

兵庫県告示第228号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、上郡町から次のと

おり公共測量が終了した旨の通知があった。 

平成29年３月７日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   基準点測量、水準測量、出来形確認測量 

２ 作業期間 

平成26年８月１日から平成27年３月30日まで 

３ 作業地域 

上郡駅前 

 

兵庫県告示第229号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成29年３月７日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、平成29年３月７日から２週間、中播磨県民センター姫路土木事務所において一般の縦覧に

供する。 

  平成29年３月７日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 
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国道 

３ １ ２ 号 

姫路市香寺町溝口字蔵ノ前1167番３から 

同 市香寺町溝口字蔵ノ前1144番１まで 

旧 
8.0から 

20.0まで 
49.0 

 

新 
8.0から 

20.0まで 
49.0  

県道 

中 寺 北 条 線 

姫路市香寺町溝口字蔵ノ前1165番３から 

同 市香寺町溝口字ゴウラ1168番１まで 

旧 
7.0から 

10.0まで 
28.0 

 

新 
11.0から 

12.0まで 
28.0  

県道 

姫 路 環 状 線 

姫路市梅ケ谷町718番１から 

同 市梅ケ谷町717番１まで 

旧 
9.0から 

11.0まで 
21.0 

 

新 
9.0から 

11.0まで 
21.0  

 

 

兵庫県告示第230号 

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、急傾斜

地崩壊危険区域を次のとおり指定する。 

 なお、その関係図面は、淡路県民局洲本土木事務所及び洲本市役所に備え置いて縦覧に供する。 

  平成29年３月７日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定区域 

区 域 名 市 郡 名 区 町 名 町 大 字 名 小 字 名 地     番 

曲田山(2) 洲 本 市  山手三丁目  １番１の一部、２番２の一部、２番３の 

一部、２番４、２番８の一部、702番１の

一部、１番１地先の道路敷の一部 

 

 

兵庫県告示第231号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとお

り認可した。 

  平成29年３月７日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 施行者の名称 

  芦屋市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

  阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建設計画）下水道事業 芦屋市公共下水道 

３ 事業施行期間 

  変更前 昭和30年４月１日から平成29年３月31日まで 

  変更後 昭和30年４月１日から平成34年３月31日まで 

４ 事業地 

 (1) 収用の部分 

変更なし 

 (2) 使用の部分 

変更なし 
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兵庫県告示第232号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。 

 その関係図書は、中播磨県民センター姫路土木事務所まちづくり建築第１課において縦覧に供する。 

  平成29年３月７日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指 定 番 号 
指定年月日 

(平成年月日) 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 

第Ｈ28中播位置

0005号 
29.2.22   

揖保郡太子町鵤字矢田部後44番１、44番２、

44番４、44番５、44番８、44番10の各一部 
5.00 45.50 

 

 

兵庫県告示第233号 

 建築確認の手続、建築基準の特例等を定める規則（昭和37年兵庫県規則第92号）第15条第１項の規定による

道路の位置指定の取消しの申請があったので、次のとおり指定を取り消した。 

 その関係図書は、中播磨県民センター姫路土木事務所まちづくり建築第１課において縦覧に供する。 

  平成29年３月７日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

取 消 番 号 
取消年月日 

(平成年月日) 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 

第Ｈ28中播位置

廃0001号 
29.2.15 赤穂市大町９番５ 4.60 24.36 

 

 

兵庫県告示第234号 

 総合治水条例（平成24年兵庫県条例第20号）第13条第２項の規定により、次の重要調整池について、同条例

第11条第２項の技術的基準に適合することを確認した。 

平成29年３月７日 

阪神北県民局長 村 上 元 伸  

１ 重要調整池の所在地 

 川辺郡猪名川町木津字奥山35番地他37筆 

２ 重要調整池の所有者等の名称、住所及び代表者の氏名 

 (1) 名称 

有限会社聖建設 

 (2) 住所（主たる事務所の所在地） 

  伊丹市荻野６丁目50番地の１ 

 (3) 代表者の氏名 

   岩 本 清 子 
 

公 告 

 

   土砂災害警戒区域の改正の案の閲覧 

平成21年兵庫県告示第300号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を改正するため、改正の案を、次のとおり閲

覧に供する。 

なお、改正しようとする区域内に存する土地、建築物の所有者、管理者又は占有者は、閲覧期間の満了の日

まで、この案について兵庫県知事に意見書を提出することができる。 
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平成29年３月７日 

                                  兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 改正しようとする区域の案 

  下里(1)Ⅰ（120000156）の項中別図65、中村Ⅱ（120000166）の項中別図75、川西(2)Ⅱ（120000168）の項

中別図77、小柿(3)Ⅱ（120000174）の項中別図83、川原(1)Ⅱ（120000176）の項中別図85、布木Ⅱ（120000179）

の項中別図88、上村(2)Ⅱ（120000183）の項中別図92、大谷川二Ⅰ（220000138）の項中別図168、高坂川Ⅰ

（220000140）の項中別図170、互屋谷川Ⅰ（220000143）の項中別図173、入道谷川Ⅱ（220000157）の項中別

図187、小田西谷Ⅱ（220000159）の項中別図189を改める。 

 （これらの図面は省略し、３に記載する場所に備え置いて閲覧に供する。） 

２ 改正の案の閲覧期間 

  平成29年３月15日から同月29日まで 

３ 改正の案の閲覧場所 

  兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所三田業務所及び三田市高平ふるさと交流センター 

４ 意見書に関する事項 

 (1) 様式 

   要領第５条第２項の規定により定める様式 

 (2) 提出先 

   兵庫県阪神北県民局 宝塚土木事務所 三田業務所 河川砂防担当 

    〒669-1531 三田市天神１―10―14 

 (3) 提出期限 

   平成29年３月29日まで（当日消印有効） 

 (4) 意見要旨及び県の考え方の公表 

   提出された意見の要旨及びこれに対する県の考え方は、平成29年５月29日までに、３に記載する場所に

おける閲覧及び県ホームページへの掲載により公表する。 

 

   土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領に基づく土砂災害特別警戒区域の指定の案の閲覧 

土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領（以下「要領」という。）第４条第１項の規定により、土砂災害

特別警戒区域の指定の案を、次のとおり閲覧に供する。 

なお、指定しようとする区域内に存する土地、建築物の所有者、管理者又は占有者は、閲覧期間の満了の日

まで、この案について兵庫県知事に意見書を提出することができる。 

平成29年３月７日 

                                  兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 指定しようとする区域の名称等 

名   称 指定の区域 

土砂災害の発生

原因となる自然

現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

山田Ⅰ 

（120000126） 
三田市木器（別図１のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図１のとおり 

下槻瀬(2)Ⅱ

（120000149） 
三田市下槻瀬（別図２のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図２のとおり 

志手原(3)Ⅲ

（120000152） 
三田市下槻瀬（別図３のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図３のとおり 

下里(1)Ⅰ

（120000156） 
三田市下里（別図４のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図４のとおり 
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下里(2)Ⅰ

（120000157） 
三田市下里（別図５のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図５のとおり 

酒井Ⅰ

（120000159） 
三田市酒井（別図６のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図６のとおり 

下里(3)Ⅰ

（120000160） 
三田市下里（別図７のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図７のとおり 

小柿(1)Ⅰ

（120000161） 
三田市小柿（別図８のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図８のとおり 

波豆川(1)Ⅱ

（120000163） 
三田市波豆川（別図９のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図９のとおり 

波豆川(2)Ⅱ

（120000164） 
三田市波豆川（別図10のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図10のとおり 

中村Ⅱ

（120000166） 
三田市波豆川（別図11のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図11のとおり 

波豆川(6)Ⅱ

（120000167） 
三田市波豆川（別図12のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図12のとおり 

川西(2)Ⅱ

（120000168） 
三田市下槻瀬（別図13のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図13のとおり 

川西(3)Ⅱ

（120000169） 
三田市下槻瀬（別図14のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図14のとおり 

山田(3)Ⅱ 

（120000170） 
三田市木器（別図15のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図15のとおり 

川西(4)Ⅱ 

（120000171） 
三田市下槻瀬（別図16のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図16のとおり 

下里(4)Ⅱ 

（120000172） 
三田市下里（別図17のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図17のとおり 

酒井(2)Ⅱ 

（120000173） 
三田市酒井（別図18のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図18のとおり 

小柿(3)Ⅱ 

（120000174） 
三田市小柿（別図19のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図19のとおり 

十倉(1)Ⅱ 

（120000175） 
三田市十倉（別図20のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図20のとおり 

川原(1)Ⅱ 

（120000176） 
三田市川原（別図21のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図21のとおり 

川原(2)Ⅱ 

（120000177） 
三田市川原（別図22のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図22のとおり 

末吉Ⅱ 

（120000178） 
三田市末吉（別図23のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図23のとおり 

布木Ⅱ 

（120000179） 
三田市布木（別図24のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図24のとおり 
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小柿(4)Ⅱ 

（120000180） 
三田市小柿（別図25のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図25のとおり 

小柿(6)Ⅱ 

（120000181） 
三田市小柿（別図26のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図26のとおり 

上村(1)Ⅱ 

（120000182） 
三田市小柿（別図27のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図27のとおり 

上村(2)Ⅱ 

（120000183） 
三田市小柿（別図28のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図28のとおり 

小柿(7)Ⅱ 

（120000184） 
三田市小柿（別図29のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図29のとおり 

小柿(8)Ⅱ 

（120000185） 
三田市小柿（別図30のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図30のとおり 

小柿(9)Ⅱ 

（120000186） 
三田市小柿（別図31のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図31のとおり 

波豆川(7)Ⅲ 

（120000189） 
三田市波豆川（別図32のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図32のとおり 

鈴鹿(2)Ⅲ 

（120000190） 
三田市鈴鹿（別図33のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図33のとおり 

十倉(2)Ⅲ 

（120000191） 
三田市酒井（別図34のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図34のとおり 

田中(3)Ⅲ 

（120000193） 
三田市田中（別図35のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図35のとおり 

小柿(10)Ⅲ 

（120000194） 
三田市小柿（別図36のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図36のとおり 

小柿(11)Ⅲ 

（120000195） 
三田市小柿（別図37のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図37のとおり 

七松谷川Ⅰ 

（220000131） 
三田市上槻瀬（別図38のとおり） 土石流 別図38のとおり 

見比川Ⅰ  

（220000135） 
三田市小柿（別図39のとおり） 土石流 別図39のとおり 

大谷川二Ⅰ  

（220000138） 
三田市小柿（別図40のとおり） 土石流 別図40のとおり 

高坂川Ⅰ  

（220000140） 
三田市小柿（別図41のとおり） 土石流 別図41のとおり 

川原西谷Ⅰ  

（220000142） 
三田市川原（別図42のとおり） 土石流 別図42のとおり 

互屋谷川Ⅰ  

（220000143） 
三田市末吉（別図43のとおり） 土石流 別図43のとおり 

十倉中谷Ⅰ  

（220000146） 
三田市十倉（別図44のとおり） 土石流 別図44のとおり 
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大里Ⅰ 

（220000149） 
三田市下里（別図45のとおり） 土石流 別図45のとおり 

小野北上谷Ⅱ  

（220000155） 
三田市小柿（別図46のとおり） 土石流 別図46のとおり 

入道谷川Ⅱ  

（220000157） 
三田市市之瀬（別図47のとおり） 土石流 別図47のとおり 

木器１Ⅱ  

（220000158） 
三田市木器（別図48のとおり） 土石流 別図48のとおり 

小田西谷Ⅱ  

（220000159） 
三田市下槻瀬（別図49のとおり） 土石流 別図49のとおり 

西川西谷Ⅱ 

（220000160） 
三田市下槻瀬（別図50のとおり） 土石流 別図50のとおり 

見比北谷Ⅱ 

（220000161） 
三田市小柿（別図51のとおり） 土石流 別図51のとおり 

村上南谷Ⅱ 

（220000162） 
三田市小柿（別図52のとおり） 土石流 別図52のとおり 

末吉１Ⅱ 

（220000167） 
三田市末吉（別図53のとおり） 土石流 別図53のとおり 

木器東谷Ⅱ  

（220000170） 
三田市木器（別図54のとおり） 土石流 別図54のとおり 

木器西谷Ⅱ  

（220000171） 
三田市木器（別図55のとおり） 土石流 別図55のとおり 

木器北谷Ⅱ  

（220000172） 
三田市木器（別図56のとおり） 土石流 別図56のとおり 

木器中谷Ⅱ  

（220000173） 
三田市木器（別図57のとおり） 土石流 別図57のとおり 

波豆川２Ⅱ  

（220000183） 
三田市波豆川（別図58のとおり） 土石流 別図58のとおり 

（別図１から別図58までは省略し、これらの図面は３に記載する場所に備え置いて閲覧に供する。） 

２ 指定の案の閲覧期間 

  平成29年３月15日から同月29日まで 

３ 指定の案の閲覧場所 

  兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所三田業務所及び三田市高平ふるさと交流センター 

４ 意見書に関する事項 

 (1) 様式 

   要領第５条第２項の規定により定める様式 

 (2) 提出先 

   兵庫県阪神北県民局 宝塚土木事務所 三田業務所 河川砂防担当 

    〒669-1531 三田市天神１―10―14 

 (3) 提出期限 

   平成29年３月29日まで（当日消印有効） 

 (4) 意見要旨及び県の考え方の公表 

   提出された意見の要旨及びこれに対する県の考え方は、平成29年５月29日までに、３に記載する場所に
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おける閲覧及び県ホームページへの掲載により公表する。 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  平成29年３月７日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  西脇市比延町字中池867番５ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

  西脇市鹿野町字御防垣内875番地 

社会福祉法人ひえ 理事 藤 井 琢 己 

３ 許可年月日及び許可番号 

  平成28年８月２日 

  兵庫県指令北播（加土）（建）第１－３－２号（28西脇） 
 

選挙管理委員会告示 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第10号 

 公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第55条第２項及び第４項第２号並びに地方自治法施行令（昭和22

年政令第16号）第106条、第114条、第117条及び第184条並びに漁業法施行令（昭和25年政令第30号）第９条に

おいて準用する公職選挙法施行令第55条第２項及び第４項第２号（最高裁判所裁判官国民審査法施行令（昭和

23年政令第122号）第14条において衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票の例による場合を含む。）の規定によ

り、不在者投票のできる施設の指定をしたので、平成13年兵庫県選挙管理委員会告示第27号（不在者投票ので

きる施設の指定）の一部を次のように改正する。 

  平成29年３月７日 

兵庫県選挙管理委員会 

委員長 立 石 幸 雄 

 ２ 老人ホームの表尼崎市の項中 

「 

 
介護付有料老人ホーム チャーム尼崎東園

田 
同 市東園田町５丁目61―１ 

」 

を 

「 

 
介護付有料老人ホーム チャーム尼崎東園

田 
同 市東園田町５丁目61―１ 

 
介護付有料老人ホーム ウエルハウス尼崎

Ⅱ番館 
同 市杭瀬南新町４丁目５―３ 

」 

に改める。 
 

正 誤 

 

○平成28年12月21日付け（兵庫県公報号外） 

兵庫県人事委員会規則第12号（職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則）中 

（ページ） （行） （誤） （正） 
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30 下から11 

人事委員会規則で定める職員 子の養育又は配偶者等の介護をする

職員であって、人事委員会規則で定

めるもの 
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